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食品衛生法第１５条から第１８条まで、第２５条第１項、第２８条から第３０条まで、第５１条、第５４条及び第５９条から第６１条

までの規定は、営業以外の場合で学校、病院その他の施設において継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する場合に、これを準用し、

それらに違反した場合は、第５９条から６１条に基づく不利益処分基準を適用する。 
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1 聴聞の実施 

○2 弁明の機会の付与（禁止・停止等） 
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